
報道資料  

京丹後市市民遺産 

認定証交付式の開催について 
 

 

令和  8年 6月11日 

京丹後市教育委員会  
 

京丹後市教育委員会では、市民遺産会議の審議を経て令和7年12月23日及び令和8年5月29

日付けで認定した京丹後市市民遺産について、推薦者に対し認定証の交付式を開催します。 

京丹後市市民遺産制度は、行政側から選出し指定をはかる従来の「指定等文化財制度」とは異

なり、市民から地域にある大切な遺産を提案していただき認定するもので、従来の指定等文化財

制度では拾いきれなかった地域の特色ある歴史文化などの把握や保存活用、さらには地域の活性

化につなげることを目的としたものです。 

 

1 日 時  令和８年６月２９日（月）１４時００分～１４時４５分 

2 場 所  京丹後市大宮庁舎4階 401・402会議室 

3 対 象  認定第6号：松江近体詩（推薦者：宗教法人宝泉寺） 

       認定第7号：大宮町の小字（推薦者：京丹後市地名の会） 

4 内 容  （1）教育長あいさつ 

（2）認定証の交付 

（3）各推薦者からのコメント 

５ その他  〇報道機関の皆様におかれましても、当日推薦者の方々にご取材いただけると幸い

です。 

       〇なお、当日は文化財保存活用課所管の審議会等委員も傍聴のため参加する可能性

があります。予めご承知ください。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

京丹後市教育委員会事務局 文化財保存活用課  〔電話 0772-69-0640〕 

 

 


